
議案第３６号 

 

   一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につい    

   て 

 

 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

  令和３年２月１８日提出 

 

三田市長 森  哲 男    



三田市条例第  号 

 

   一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年三田町条例第３５号）の一部を次

のように改正する。 

 付則第２３項第１号表以外の部分中「（別表第１の２（その１）５級の項第５号か

ら第８号までの職務に限る。以下この号及び次号において同じ。）」を削り、同号の

表中「（副課長の職務に限る。）」を削り、同項第３号表以外の部分中「５級（別表第

１の２（その１）５級の項第１号から第４号までの職務に限る。以下この号におい

て同じ。）」を「４級」に改め、同号の表中「５級（課長補佐の職務に限る。）」を削

る。 

 別表第１の２（その１）５級の項中第１号から第４号までを削り、第５号を第１

号とし、第６号から第９号までを４号ずつ繰り上げ、同表８級の項第１号中「医療

政策監」の次に「、情報政策監」を加える。 

 別表第１の２（その２）３級の項中「課長補佐又は」を削る。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日の前日にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表

第１の２（その１）５級の項第１号から第４号までに掲げる職又は同条例別表第

１の２（その２）３級の項に掲げる職（課長補佐に限る。）にあり、施行日におい

てこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第１の２（その

１）４級の項に掲げる職又は同条例別表第１の２（その２）３級の項に掲げる職

にある職員であつて、その者の受ける給料月額が施行日の前日において受けてい

た給料月額に達しないこととなるもの（市長が定める職員を除く。）には、その者

の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達するまでの間、給料月

額のほか、その差額に相当する額（付則第２３項の規定により給料が減ぜられて

支給される職員にあつては、当該額に同項に定める率を乗じて得た額）を給料と

して支給する。 



 （長への委任） 

３ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 


